
71,743※新型コロナに対応するための特例的な評価として、介護サービス費に0.1％の加算があります。（令和3年9月まで） 要介護５ 29,130 6,313 24,600 11,700

66,852

要介護４ 27,030 6,019 24,600 11,700 69,349
上記、第1～3段階に該当される方は、１日あたりの食費と居住費が減額となります

要介護３ 24,840 5,712 24,600 11,700

61,859

要介護２ 22,590 5,397 24,600 11,700 64,287

食　費 合　計

居住費 820 円
要介護１ 20,460 5,099 24,600 11,700

（円）

第１段階
・市民税非課税（別世帯の配偶者含む）
・老齢福祉年金受給者の方
・生活保護の方

食　費 300 円
第２段階
（30日分）

介　護
サービス費

各種加算 居住費

91,849

居住費 820 円
要介護５ 29,130 6,313 39,300 19,500 94,243

24,840 5,712 39,300 19,500 89,352

要介護４ 27,030 6,019 39,300 19,500
第２段階

・市民税非課税（別世帯の配偶者含む）
・年金収入等が80万円以下
・資産合計が650万円（夫婦合計で1,650万円以下）

食　費 390 円
要介護３

84,359

要介護２ 22,590 5,397 39,300 19,500 86,787

食　費 合　計

居住費 1,310 円
要介護１ 20,460 5,099 39,300 19,500

（円）

第３段階①
・市民税非課税（別世帯の配偶者含む）
・年金収入等が80万円超～120万円以下
・資産合計が550万円（夫婦合計で1,550万円以下）

食　費 650 円
第３段階①
（30日分）

介　護
サービス費

各種加算 居住費

113,149

居住費 1,310 円
要介護５ 29,130 6,313 39,300 40,800 115,543

24,840 5,712 39,300 40,800 110,652

要介護４ 27,030 6,019 39,300 40,800
第３段階②

・市民税非課税（別世帯の配偶者含む）
・年金収入等が120万円超
・資産合計が500万円（夫婦合計で1,500万円以下）

食　費 1,360 円
要介護３

5,099 39,300 40,800 105,659

要介護２ 22,590 5,397 39,300 40,800 108,087

介　護
サービス費

各種加算 居住費 食　費 合　計

居住費 2,006 円
要介護１ 20,460

第４段階 ・下記以外の方　（減額なし）

食　費 1,445 円
第３段階②
（30日分）

◆食費及び居住費の減額について 1ヵ月あたりの第2～3段階別料金表　【目安】　※加算については上記参照
（円）

4,353 60,180 43,350 138,973要介護５ 29,130 1,050 330 540 40

136,579要介護４ 27,030 1,050 330 540 40 4,059 60,180 43,350

43,350 134,082要介護３ 24,840 1,050 330 540 40 3,752 60,180

60,180 43,350 131,517要介護２ 22,590 1,050 330 540 40 3,437

3,139 60,180 43,350 129,089

処遇改善
加算等

居住費 食　費 合　計

要介護１ 20,460 1,050 330 540 40

特別養護老人ホームこころの樹　１ヵ月あたりの料金表　 【目安】
Ｒ6.6

（円） 【ご注意】

第４段階
（30日分）

介　護
サービス費

看護職員
体制加算

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
強化加算

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制加算

科学的介護
推進体制加算

介護保険負担割合が１割の方
の料金です。

加算については、考えられる一

例を想定し、1ヵ月あたり（30日

分）の利用料金を算出していま

すので、あくまで目安としてお考

えください。


